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【緊急課題－２（診療所・病院の役割分担等について）－③】 

新新

骨子【緊急課題－２－(4)】

地域で中核となる病院に勤務する医師の 
負担軽減の評価 

 

第１ 基本的な考え方 

 

地域の中核病院として、十分な人員配置及び設備等を備え、産科、小児科、

精神科等を含む総合的かつ専門的な急性期医療をいつでも提供できる入院機

能、及び地域の他の医療機関との連携体制に基づく外来の縮小等の勤務医の

負担軽減のための取組を評価する。 

 

第２ 具体的な内容 

 

入院時医学管理加算  １２０点（１日につき、１４日を限度） 

 

［算定要件］ 

１ 特定機能病院・専門病院入院基本料を算定する病院以外の病院であること 

２ 急性期医療を行うにつき十分な体制が整備されていること 

(1) 産科、小児科、内科、整形外科及び脳神経外科に係る入院医療を提供しているこ 

と 

(2) 精神科による２４時間対応が可能な体制が取られていること 

３ 病院勤務医の負担の軽減に資する体制が整備されていること 

(1) 外来診療を縮小するための体制を確保していること 

(2) 病院勤務医の負担の軽減に資する計画（例：医師・看護師等の業務分担、医師に

対する医師事務作業補助体制、地域医療機関との連携体制、外来縮小計画等）を策

定し、職員等に対して周知していること 

(3) 特別な関係にある医療機関での勤務時間も含めて、勤務医の勤務時間を把握する

とともに、勤務医負担の軽減及び医療安全の向上に資するための計画を策定し、職

員等に対して周知していること（例：連続当直は行わないシフトを組むこと、当直

後の通常勤務について配慮すること等） 

４ 急性期医療に係る実績を相当程度有していること 

入院患者のうち、全身麻酔件数が年８００件以上であること  等 

 

※ 既存の入院時医学管理加算の要件は廃止する 
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新新

骨子【緊急課題－３】

勤務医の事務作業を補助する職員の 
配置の評価 

 

第１ 基本的な考え方 

 

 病院勤務医の負担軽減を図るため、地域の急性期医療を担う病院（特定機

能病院を除く。）において、医師の事務作業を補助する職員（以下「医師事

務作業補助者」という。）を配置している場合の評価を新設する。 

 

 

第２ 具体的な内容 

 

   入院基本料等加算の新設 

    

医師事務作業補助体制加算（入院初日） 

   １  ２５対１補助体制加算   ３５５点 

   ２  ５０対１補助体制加算   １８５点 

   ３  ７５対１補助体制加算   １３０点 

   ４ １００対１補助体制加算  １０５点 

（対届出一般病床数比での医師事務作業補助者の配置数による） 

 

［算定要件］ 

１ 地域の急性期医療を担う病院であって、医師が必ずしも自ら行う必要のない書類作

成等の業務について、医師以外の者に担わせることができる体制が整備されているこ

と 

２ 一般病床に入院した患者について、入院基本料等加算（入院初日）として評価する 

［施設基準］ 

１ 病院勤務医の負担軽減に資する計画を策定し、院内掲示を行い、職員等に対して周

知していること。その計画に基づき、診療科間の業務の繁閑の実情を踏まえて、専従

の医師事務作業補助者を配置していること。加えて、新規に医師事務作業補助者を配

置する際には最低６ヶ月の研修（職場内研修を含む。）を実施し、実際に病院勤務医

の負担軽減に資する業務を遂行できる体制であること 

２ 医師事務作業補助者の業務範囲については、「医師及び医療関係職と事務職員等と

の間等での役割分担の推進について」（平成１９年１２月２８日医政発第１２２８０

０１号）にある、「２ 役割分担の具体例 (1)医師、看護師等の医療関係職と事務職

員等との役割分担 １）書類作成等」に基づき、院内規程が整備されていること 

３ 加えて、「診療録等の記載について」（昭和６３年５月６日総第１７号等）、「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成

【緊急課題－３（病院勤務医の事務負担の軽減について）－①】 
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１８年４月２１日医政発第０４２１００５号等）、「医療情報システムの安全管理に

関するガイドライン」（平成１９年３月３０日医政発第０３３００３３号）等に準拠

した体制が整備されていること 

４ 以上の計画、体制整備に係る院内規程を文書で届け出ること 

 

［病院の担う機能と算定可能な医師事務作業補助体制加算の関係］ 

病院機能 ２５対１ ５０対１ ７５対１ １００対１

第三次救急医療機関 ○ ○ ○ ○ 

総合周産期母子医療センター ○ ○ ○ ○ 

小児救急医療拠点病院 ○ ○ ○ ○ 

災害拠点病院 × ○ ○ ○ 

へき地医療支援病院 × ○ ○ ○ 

地域医療支援病院 × ○ ○ ○ 

緊急入院患者を受け入れてい

る医療機関※ 
× ○ ○ ○ 

※ 年間の緊急入院患者数が２００名以上の実績を有する病院（２００名以上の緊急入院患者とは、 

特別の関係にある保険医療機関等から搬送される患者等を除くものであること。） 

 

［医師事務作業補助者の業務範囲］ 

１ 診断書などの文書作成補助、診療記録への代行入力、医療の質の向上に資する事務

作業（診療に関するデータ整理、院内がん登録等の統計・調査、医師の教育や臨床研

修のカンファレンスのための準備作業等）並びに行政上の業務（救急医療情報システ

ムへの入力、感染症のサーベイランス事業等）への対応を医師の指示の下に行う 

２ 医師以外の職種の指示の下に行う業務、診療報酬の請求事務、窓口・受付業務、医

療機関の経営、運営のための基礎データ収集業務、看護業務の補助並びに物品運搬業

務等については行わないこと 
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【緊急課題－１（産科・小児科への重点評価について）－①】 

改改

骨子【緊急課題－１－(1)】

ハイリスク妊産婦管理の充実・拡大 
 

第１ 基本的な考え方 

 

 合併症等によりリスクの高い分娩を伴う妊産婦の入院について、平成１８

年度診療報酬改定において、ハイリスク分娩管理加算を新設し、診療報酬上

の評価を行った。 

 さらに、こうした評価を勤務医の負担軽減につなげるため、ハイリスク分

娩管理加算については、産科勤務医の負担軽減のための計画作成を義務付け

るとともに、評価の引き上げを行う。 

また、ハイリスク分娩管理加算の対象となっていない妊婦でもリスクの高

い分娩があることや、分娩を伴わなくてもリスクの高い妊娠があるため、そ

うした患者の継続的な管理についても、診療報酬上の評価を行う。 

   

 このほか、こうした患者を診療する上で必要な検査であるノンストレステ

ストの対象者の拡大も行う。 

 

 

第２ 具体的な内容 

 

１ ハイリスク分娩管理加算の対象拡大と評価の引上げ 

 

現 行 改正案 

【ハイリスク分娩管理加算】(１日につき) 

             １，０００点 

［対象者］ 

妊娠２２週から２７週の早産、４０歳以上

の初産婦、分娩前のBMIが３５以上の初産婦、

糖尿病合併妊娠、妊娠高血圧症候群重症、常

位胎盤早期剥離 

 

【ハイリスク分娩管理加算】(１日につき) 

             ２，０００点 

［対象者］ 

妊娠２２週から３２週未満の早産、４０歳

以上の初産婦、分娩前の BMI が３５以上の初

産婦、妊娠高血圧症候群重症、常位胎盤早期

剥離、前置胎盤、双胎間輸血症候群、心疾患、

糖尿病、特発性血小板減少性紫斑病、白血病、

血友病、出血傾向及びHIV陽性等の妊産婦 

［施設基準等］ 

 病院勤務医の負担の軽減に資する体制が整

備されていること 
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